
 

 

 

 

第一種特定化学物質であるペルフルオロオクタン酸関連物質として厚生労働省

令、経済産業省令、環境省令において規定する化学物質について（案） 

 

令和６年７月30日 

厚生労働省医薬局 

医薬品審査管理課 

化学物質安全対策室 

 

１．これまでの経緯 

（１）ペルフルオロオクタン酸（PFOA）関連物質については、POPs条約第９回締約国会

議（COP9、平成31年４月末～令和元年５月頭）において、同条約の附属書Ａに追加す

ることが決定された。 

 

（２）この決定を踏まえて、POPs条約締約国会議の下に設置された残留性有機汚染物質

検討委員会（以下「POPRC」という。）で作成された、各国の理解を深めるための「例

示的リスト」（以下「例示的リスト」という。）を参照し、「化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律（昭和48年法律第117号。）」において、令和元年７月24日、

令和３年７月16日及び令和５年12月15日の３省合同会会合並びに令和元年８月１日、

令和３年11月４日及び令和６年２月15日の化学物質安全対策部会で審議をいただき、

第一種特定化学物質に指定することが妥当であるとの結論が得られた。 

 

（３）この結論を受けて、令和６年７月10日、「ペルフルオロオクタン酸関連物質」を

第一種特定化学物質に指定するとともに、特定用途においてのみ使用が認められる２

物質以外の個別具体的な物質については、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令（以

下「三省省令」という。）で定めるとする政令が公布された。 

 

２．三省省令において規定する具体的な物質について（案） 

（１）「ペルフルオロオクタン酸関連物質」の具体的な物質に関しては、平成29年10月

のPOPRC（第13回会合）において、各国の理解を深めるための「例示的リスト」が作

成されている。（※ 当該「例示的リスト」については令和４年１月のPOPRC（第17回

会合）及び令和５年10月のPOPRC（第19回会合）において改訂がなされている。） 

 

（２）三省省令において規定する具体的な物質については、令和５年12月15日に開催さ

れた３省合同会会合及び令和６年２月15日の化学物質安全対策部会において、POPRC
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（第19回会合）で示された「例示的リスト」に収載されている物質の中から、以下の

いずれかの要件を満たす物質を指定することとされた。 

 

① ペルフルオロオクタン酸（以下「PFOA」という。）又はその塩と化学反応を起こさ

せて得られるPFOA誘導体（PFOAのエステル、酸ハロゲン化物、アミド又は酸無水物） 

② 炭化水素基に直接結合した炭素数７のペルフルオロアルキル基を有する化合物

（ペルフルオロオクタナール、炭素数９のγ－ω－ペルフルオロアルキル基を有

する化合物など） 

③ 炭素、フッ素、塩素、臭素、硫黄以外の原子が結合したＣ８のペルフルオロアルキ

ル基を有する化合物（炭素数８のペルフルオロアルキルヨージド、ビス（ペルフル

オロオクチル）ホスフィン酸など） 

④ ８：２フルオロテロマー化合物及びその誘導体（８：２フルオロテロマーヨージド、

８：２フルオロテロマーオレフィン、８：２フルオロテロマー脂肪酸など） 

 

（３）POPRC（第19回会合）で示された「例示的リスト」に収載されている物質のうち、

上記のいずれかの要件を満たす物質は別表のとおりであり、これらの物質を三省省令

において規定することとしたい。 
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